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知ることからはじめよう

ケア・レポート

２
０
１
２
年
介
護
保
険
・
介
護
報
酬
改
正
大
特
集

「
介
護
保
険
の
基
礎
と

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
」

今
年
度
は
介
護
保
険
制
度
・
介
護
報
酬
の
改
正
が
な
さ
れ
、
医
療
報
酬
改
正
と
あ
わ
せ
て
、
ト
リ
プ

ル
改
正
と
呼
ば
れ
ま
す
。
医
療
保
険
よ
り
制
度
が
複
雑
な
介
護
保
険
、い
ま
い
ち
ど
基
礎
を
お
さ
え
て
、

今
回
の
改
正
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

歳
以
上
の
方
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で

は
第
1
号
を
中
心
に
解
説
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
は
市
町
村
に
よ
っ
て

徴
収
金
額
が
異
な
り
ま
す
。
ど
れ

く
ら
い
の
介
護
保
険
給
付
が
必
要

か
、
見
込
金
額
を
算
出
し
、
そ
の

金
額
の
20
％
相
当
分
を
65
歳
以
上

の
人
口
で
割
り
、
基
準
金
額
と
し
ま

す
。
さ
ま
ざ
ま
な
調
整
が
あ
り
ま

す
が
、
65
歳
以
上
の
人
口
と
の
関
係

が
大
き
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
基

準
金
額
か
ら
所
得
に
応
じ
て
加
減

さ
れ
る
の
で
、
同
じ
区
市
町
村
に
住

ん
で
い
て
も
個
々
人
に
よ
り
異
な
り

ま
す
（
所
得
の
少
な
い
人
は
減
額
さ

れ
る
、
な
ど
）。

　

基
準
保
険
料
の
全
国
平
均
は
、

左
頁
の
図
の
よ
う
に
年
々
増
額
し
て

い
ま
す
。
年
金
な
ど
と
同
様
に
、
介

護
保
険
の
財
源
も
非
常
に
厳
し
く
、

今
後
も
増
額
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
今
回
第
5
期

（
２
０
１
２
～
２
０
１
４
年
）
の
介

護
保
険
料
で
、
一
番
高
額
な
の
は
新

潟
県
関
川
村
の
６
６
８
０
円
、
一
番

低
額
は
北
海
道
奥
尻
町
、
津
別
町
、

鹿
児
島
県
三
島
村
の
２
８
０
０
円
。

約
2.4
倍
の
開
き
が
あ
り
ま
す
。

で
す
。

　

介
護
保
険
は
、
大
き
く
「
自
宅
」、

「
通
い
」、「
施
設
入
所
（
※
2
）」
で

使
う
サ
ー
ビ
ス
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
有
料
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
で
使
え
る
仕
組
み
も
あ
り
ま
す
。

自
分
や
家
族
が
希
望
す
る
内
容
を

し
っ
か
り
と
伝
え
、
良
い
事
業
者
を

選
ぶ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
※
1
）

介
護
計
画
を
作
成
し
た
り
、
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
と
の
調
整
を
し
て
く
れ
る

専
門
家

（
※
2
）

介
護
保
険
法
上
の
施
設
（
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
、
療

養
型
医
療
施
設
の
3
つ
）

00年〜
02年

03年〜
05年

06年〜
08年

09年〜
11年

12年〜
14年

2,911円
3,293円

4,090円 4,160円

4,972円

介護保険料（全国平均・月額）の推移
介護保険料は3年に1度変更されます

介護保険の総費用の推移
単位：兆円

25
年

20
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3.6
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7.2 7.6

10.6

14.8

19.7

6.76.4

要介護1〜5で利用するケース

契約
居宅介護支援事業者を自身で選び、ケアプ
ラン作成の契約を結びます。

ケアプランの作成
ケアマネジャーが自宅を訪問して、本人の
心身や生活状態を確認し、本人や家族の
希望を聞き、計画を作成します。

サービス提供事業者と契約
介護サービスを行うサービス提供事業者
（訪問介護、通所介護など）と契約を結び
ます。

契約
「地域包括支援センター」へ依頼します。
介護予防プランの契約をセンターと結びま
す。

要支援1・2で利用するケース

予防プランの作成
センターのケアマネジャーが自宅を訪問し
て、本人の心身や生活状態を確認し、本人
や家族の希望を聞き、計画を作成します。

サービス提供事業者と契約
介護予防サービスを行うサービス提供事業
者（訪問介護、通所介護など）と契約を結
びます。

介護保険施設を利用するケース

（特養ホーム、老人保険施設、療養型医療施設）

契約
希望する施設に申込をし、入所が可能にな
れば施設と契約を結び入所します。

ケアプランの作成
施設のケアマネジャーが利用者に適したケ
アプランを本人・家族などの意見を聞きな
がら作成します。

もっと介護保険を学びたい方に！
もも編集室の「公的介護保険のおさらい」テキ
ストでは、専門用語の解説や、介護職の種類や
内容、具体的な介護計画例まで、わかりやすく
解説しています。

（西暦）

（西暦）

A４版（表紙含28頁・簡易印刷）
価格：1,000円（消費税・送料込）
お申込は、もも編集室☎【075-212-1266】

見通し

介
護
保
険
制
度
が
で
き
た
背
景

　

高
齢
化
が
進
む
日
本
に
お
い
て
、

要
介
護
高
齢
者
の
増
加
、
介
護
期

間
の
長
期
化
な
ど
が
目
立
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
核
家
族
化

が
進
ん
だ
り
、
介
護
す
る
家
族
も

高
齢
化
す
る
な
ど
、
要
介
護
の
高

齢
者
を
支
え
る
環
境
が
激
変
し
て

き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
高
齢
者
の
介
護
を
社

会
全
体
で
支
え
合
う
仕
組
み
と
し

て
「
公
的
介
護
保
険
」
が
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
基
本
は
、
３
つ
の
考
え
方

で
す
。

◇
自
立
支
援
・
・
・
介
護
が
必
要
な

高
齢
者
の
世
話
を
す
る
だ
け
で

な
く
、
自
立
を
支
援
す
る

◇
利
用
者
本
位
・
・
・
利
用
者
の
選

択
に
よ
り
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス

を
総
合
的
に
受
け
ら
れ
る
制
度

◇
社
会
保
険
方
式
・
・
・
給
付
と
負

担
の
関
係
を
明
確
に
す
る

介
護
保
険
料
は
ど
う
決
ま
る
？

　

介
護
保
険
料
は
第
1
号
（
65
歳

以
上
）
と
第
2
号
（
40
歳
～
64
歳
）

で
異
な
り
ま
す
。
も
も
読
者
は
65

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
に
は

　

65
歳
以
上
の
人
に
は
「
介
護
保

険
証
」
が
渡
さ
れ
ま
す
が
、
医
療

保
険
証
の
よ
う
に
持
っ
て
い
る
だ
け

で
は
使
え
ま
せ
ん
。
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
役
所

窓
口
で「
申
請
」し
て「
要
介
護
認
定
」

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
申
請
か

ら
認
定
ま
で
、
約
1
ヶ
月
か
か
り

ま
す
の
で
利
用
を
希
望
す
る
場
合

は
、
早
め
の
相
談
が
大
切
で
す
。

　

認
定
は
、
要
支
援
と
要
介
護
に

分
か
れ
ま
す
。
手
続
き
や
使
え
る

サ
ー
ビ
ス
は
若
干
違
い
ま
す
の
で
、

担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
（
※
1
）

に
十
分
説
明
を
聞
く
こ
と
が
大
切


